
令和７年度山梨県地域防災計画の修正概要（案）

防災基本計画修正（令和７年６月）に伴う修正

関係機関からの意見を踏まえた修正等

○山梨県災害救助法施行細則の改正に伴う修正

○指定地方行政機関への追加

・関東管区行政評価局（山梨行政監視行政相談センター）

○外国人に対する教育、支援

・在住外国人に対する防災教育の実施
・やさしい日本語やピクトグラム等での情報提供
・避難所における外国人避難者に関する情報収集

○国による災害対応の強化

・地方公共団体の要請を待たない、国の応援の実施

・市町村から国に対する応急措置実施の要請

○被災者支援の充実

・広域避難時の避難元、避難先市町村間の情報連携

・県・市町村による物資の備蓄状況の公表    

    ・事業者との災害協定に基づく物資輸送体制の整備

    ・個別避難計画作成促進のための制度周知・啓発

○避難所の開設・運営

・生活環境確保に係る取組の充実化

・栄養バランスの取れた適温の食事の提供

・協定・届出避難所に係る情報の事前把握

・避難所開設時の全国共通避難所・避難場所IDの報告

・避難所でのこども・若者の居場所の確保

○多様な主体との連携

・自主防災組織や防災士等の多様な主体の育成強化

・ボランティア活動に関する住民の理解、参加の促進

・国（内閣府等）との連携による地域防災力の向上

○林野火災への対応

・広報・啓発等を通じた林野火災の予防の強化

・効果的な消火活動の実施

・応援部隊との連携

○その他

・災害廃棄物処理計画の実効性の向上

・県・市町村が被災地に派遣する応援職員の装備等の整備

・災害対応に従事する県・市町村職員の健康管理等の徹底

・災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保
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